
和寒町に居住し、
町内の事業所へ
R6.4月以降に新た
に就職している
（5年以上の居住
の意志を有する）

申請年度の4月1日
時点で30歳未満で
あり、奨学金を返
還している

雇用形態が正規雇
用又は契約の更新
に上限の無い契約
社員である

個人で農業、その
他の事業を営むも
の又はその事業に
従事する者である

国または地方公共
団体の職員ではな
い

副業の収入がその
年度の収入の合計
の1/2を超えない

助
成
対
象

対 象 外

はい

いいえ

和寒町奨学金返還支援補助金

助成対象者フローチャート

申請から交付までの流れ

支援金交付交付申請 審査 交付決定 実績報告 審査 確定通知

4月1日～12月31日 4月10日まで 4月中旬 4月下旬

※支援期間は最長60月分（5年間）ですが、支援金の手続きは年度ごとに必要です。


